
区 民 福 祉 委 員 会 

令和３年１２月７日 
 

立花ゆうゆう館の指定管理者の指定について 
 

１ 施設の名称 
  立花ゆうゆう館（墨田区立花六丁目８番１－１０２号） 
 
２ 指定の期間 
  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで（５年） 
 
３ 指定管理者とする団体 
（１）名称 

社会福祉法人 奉優会 
（２）所在地 

東京都世田谷区駒沢一丁目４番１５号 真井ビル 
（３）代表者氏名 

理事長  香取 眞惠子 
（４）沿革 

平成１１年１１月 設立 
（５）同種事業の実績（自治体からの受託運営） 

ア 本区での実績 
なし 

イ 他自治体からの受託運営 
江東区城東老人福祉センター指定管理者、荒川区立荒川老人福祉センター指定 

管理者ほか１７施設 
 

４ 選定経過及び選定理由 
（１）募集内容 

  ア 募集期間 令和３年７月２１日から令和３年８月３１日まで 

  イ 周知方法 区のお知らせ及び区のホームページに掲載 

  ウ 申請者数 ５者 
（２）選定経過 
   墨田区指定管理者選定委員会において、主管部検討部会での審査により選定した

４者について、申請書類等に基づき、評価項目である①利用者サービスの向上、②
効率的・効果的な施設の運営、③事業計画の遂行能力の３項目に関する審査を行っ
た。 

（３）選定理由 
審査の結果、選定団体は、評価項目の評価の合計点が設定した水準を超え、申請  

者の中で最高得点であったことから、立花ゆうゆう館の設置目的を効果的・効率的 
に実現することが期待できるため選定した。 
 

５ 事業計画の要点 
（１）管理運営の方針 

ア 自主的な活動を支援し、高齢者の相互の交流を促進する。 
イ 体操・講座等による介護予防の取組や、地域活動への意欲醸成等による社会参 
加の促進を通じて、本施設として地域包括ケアシステムの一端を担う。 

ウ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に留意した施設運営と事業展開をする。 
（２）主な提案内容 

ア 利用者サービスの向上に関する提案 
（ア）健康の保持・増進に資する介護予防体操・講座を実施するほか、住民主体型

の通所サービス事業を実施する。 



（イ）写真教室等、生きがいづくりに資する教養講座を実施するほか、ファッショ
ンショーなど高齢者が主役となるイベントを開催する。 

（ウ）高齢者のデジタルデバイド対策として、スマートフォンやタブレット講座等
のＩＣＴ関連事業を実施する。 

（エ）法人が運営するインターネットサイトを活用して、ボランティアのマッチン
グを推進する。 

（オ）自宅にいても介護予防等に取り組めるように、オンライン講座や通信講座を
実施する。 

 
イ 効率的・効果的な施設の運営に関する提案 
（ア）指定管理料（提案額） 

３０，７９１，６７３円 
（イ）保守点検や業務委託契約を定期的に見直し、維持管理経費の節減を図る。 
（ウ）ＳＮＳ等の媒体を活用して、事業等の情報発信をする。 

 
ウ 事業計画の遂行能力に関する提案 
（ア）同種施設の勤務経験者、介護関係の有資格者である館長のほか、知識・経験

等を身につけた職員を配置するとともに、情報セキュリティやホスピタリティ
等、必要な研修を適宜実施する。 

（イ）防災対応等の各種マニュアルを整備するとともに、地域の防災活動への参加
や防災ネットワークの構築を図る。 

（ウ）厚生労働省のガイドライン等に基づき、新型コロナウイルス感染症の拡大防
止に向けた施設運営を行う。 



審査結果 

 

１１名の委員が評価し、その合計点により審査を行った。 

評価項目（配点） 

得点 

社会福祉法

人奉優会 
B C D 

１ 利用者サービスの向上（４０点×１１人＝４４０点） ３５０点 ３０７点 ３１４点 ２８６点 

⑴ 利用者にとって平等に利用できる環境が整えられているか 

（６点×１１人＝６６点） 
５２点 ４７点 ３９点 ４８点 

⑵ 施設の設置目的を達成するための事業計画となっているか 

（２０点×１１人＝２２０点） 
１８４点 １５７点 １６７点 １４６点 

⑶ 利用者サービスの向上につながる独自の提案があり、実現が可

能か 

（８点×１１人＝８８点） 

７１点 ６４点 ６３点 ５１点 

⑷ 利用者の要望・意見等を聴くための手段と業務改善の取組があ

るか 

（６点×１１人＝６６点） 

４３点 ３９点 ４５点 ４１点 

２ 効率的・効果的な施設の運営（２６点×１１人＝２８６点） １９７点 １８３点 １９１点 １９９点 

⑴ 施設の設置目的を踏まえた管理・運営方針となっているか 

（８点×１１人＝８８点） 
５２点 ５０点 ５３点 ５１点 

⑵ 施設の維持管理経費を節減するための積極的な取組があるか 

（４点×１１人＝４４点） 
３５点 ２４点 ３５点 ３５点 

⑶ 提案額は、事業計画を実現するための適正な額となっているか 

（６点×１１人＝６６点） 
４０点 ３９点 ３９点 ４３点 

⑷ 区民の雇用や区内企業の活用を図る取組があるか 

（４点×１１人＝４４点） 
３６点 ３５点 ３６点 ３６点 

⑸ 利用者の増加策や施設稼働率（利用率）向上への取組は効果的

か 

（４点×１１人＝４４点） 

３４点 ３５点 ２８点 ３４点 

３ 事業計画の遂行能力（３４点×１１人＝３７４点） ２５３点 ２１９点 ２３７点 ２４５点 

⑴ 経営状況及び財政基盤は安定しているか 

（８点×１１人＝８８点） 
５７点 ４６点 ４９点 ５７点 

⑵ 職員構成、職員数及び組織の管理・運営体制は適切か 

（８点×１１人＝８８点） 
５４点 ５１点 ６２点 ５１点 

⑶ 管理責任者及び職員の資格や経験は適切であり、職員のスキル

アップに向けた取組は十分か 

（４点×１１人＝４４点） 

２９点 ２９点 ２９点 ２８点 

⑷ 個人情報保護の徹底及び積極的な情報公開を行う計画となっ

ているか 

（４点×１１人＝４４点） 

２７点 ２６点 ２６点 ２７点 

⑸ 災害その他緊急時の危機管理体制及び苦情処理体制は明確か 

（６点×１１人＝６６点） 
５０点 ４１点 ３７点 ４４点 

⑹ 同種事業に関する本区での実績の有無、他の自治体での実績の

有無 

（４点×１１人＝４４点） 

３６点 ２６点 ３４点 ３８点 

合計（１００点×１１人＝１１００点） ８００点 ７０９点 ７４２点 ７３０点 

 


